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議会傍聴
12月定例会　54人
　〔24年度累計　230人〕
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こんなことが決まりました

一般質問の発言者

一般質問の内容について

常任委員会の審査報告

各会派の視察報告

小野市への行政視察の状況

傍聴者アンケートの結果

議会の動き

・小林千津子　・岡 嶋 正 昭

・松 本 英 昭　・前 田 光 教

・　 坂 純 子　・藤 原 　 章

・川 名 善 三　・加 島 　 淳

高
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小野市議会だより

小
野
市
準
用
河
川
管
理
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　
地
域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、
従

来
、
政
令
で
規
定
さ
れ
て
い
た
次
の
基
準

に
つ
い
て
、
政
令
の
基
準
を
参
酌
し
て
条

例
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
当
該
基
準

を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
な
お
、
こ
の
た
び
条
例
で
規
定
す
る
基

準
は
、
従
来
の
政
令
（
河
川
管
理
施
設
等

構
造
令
（
昭
和
５１
年
政
令
第
１
９
９
号
））

で
定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、
そ
の
基
準
と

す
る
た
め
、
実
質
的
な
変
更
を
行
う
も
の

で
は
な
い
。

　
①
準
用
河
川
に
係
る
河
川
管
理
施
設
等

　
　
の
構
造
に
つ
い
て
河
川
管
理
上
必
要

　
　
と
さ
れ
る
技
術
的
基
準

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
左
記
の
人
事
院
勧
告
等
に
対
応
さ
せ
る

た
め
の
関
係
条
例
の
整
備
を
図
ろ
う
と
す

る
も
の
。

（１）
　
平
成
２４
年
８
月
８
日
の
国
家
公
務

員
給
与
に
つ
い
て
、
５０
歳
代
後
半
層

に
お
け
る
給
与
水
準
の
上
昇
を
抑
制

す
る
た
め
、
５５
歳
を
超
え
る
職
員
を

標
準
の
勤
務
成
績
で
は
昇
給
停
止
と

す
る
勧
告

（２）
　
平
成
２１
年
の
自
宅
に
係
る
住
居
手

　
当
を
廃
止
す
る
勧
告

（３）
　
平
成
２４
年
４
月
に
改
正
さ
れ
た
防

疫
作
業
に
家
畜
伝
染
病
を
加
え
る
人

事
院
規
則
の
改
正

〈
関
係
条
例
〉

　
①
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

　
条
例

　
②
小
野
市
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支

　
給
条
例

　
③
小
野
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類

　
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

　
④
小
野
市
嘱
託
職
員
の
身
分
取
扱
い

　
等
に
関
す
る
条
例

証
人
等
の
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
委

員
会
だ
け
で
は
な
く
本
会
議
に
お
い
て
も

予
算
そ
の
他
重
要
な
議
案
、
請
願
等
に
つ

い
て
公
聴
会
の
開
催
、
参
考
人
の
招
致
な

ど
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
第
１
１
５

条
の
２
の
規
定
が
新
設
）。

　
そ
こ
で
、
招
致
さ
れ
た
参
考
人
等
の
証

人
に
係
る
旅
費
等
の
費
用
弁
償
に
関
し
て

規
定
し
て
い
る
本
条
例
中
に
引
用
し
て
い

る
地
方
自
治
法
の
条
項
を
、
こ
の
た
び
の

法
改
正
に
あ
わ
せ
て
、
改
正
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
。

小
野
市
防
災
会
議
条
例
及
び
小
野
市
災
害

対
策
本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　「
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」
が
平
成
２４
年
６
月
２６
日
に
公
布
、

施
行
さ
れ
、
防
災
会
議
及
び
災
害
対
策
本

部
に
関
す
る
規
定
の
見
直
し
が
な
さ
れ
て

い
る
も
の
に
対
応
す
る
改
正
を
行
お
う
と

す
る
も
の
。

　
具
体
的
に
は
、「
災
害
に
関
す
る
情
報

収
集
等
」
は
、
防
災
会
議
の
事
務
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
災
害
応
急
対
策
の

段
階
で
の
情
報
収
集
等
を
効
果
的
に
実
施

す
る
た
め
、
当
該
事
務
を
災
害
対
策
本
部

の
所
掌
事
務
と
し
、
防
災
会
議
に
お
け
る

防
災
に
関
す
る
諮
問
機
関
と
し
て
の
機
能

を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
防
災
会
議
の
委

員
へ
の
多
様
な
人
材
の
登
用
が
図
れ
る
よ

う
、
規
定
の
整
備
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
。

小
野
市
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
平
成
２４
年
８
月
１
日
に
「
暴
力
団
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」

が
改
正
さ
れ
た
。

　
こ
の
改
正
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
認

定
を
受
け
た
都
道
府
県
暴
力
追
放
運
動
推
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準
に
つ
い
て
、
政
省
令
の
基
準
を
参
酌
し

て
条
例
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
当
該

基
準
に
つ
い
て
、
条
例
名
を
「
道
路
占
用

料
徴
収
条
例
」
か
ら
「
道
路
管
理
条
例
」

に
変
更
し
、
こ
の
条
例
中
に
規
定
し
よ
う

と
す
る
も
の
。
な
お
、
こ
の
た
び
条
例
で

規
定
す
る
基
準
は
、
政
省
令
（
道
路
構
造

令
（
昭
和
４５
年
政
令
第
３
２
０
号
）、
道

路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す

る
命
令
（
昭
和
３５
年
総
理
府
・
建
設
省
令

第
３
号
）
及
び
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に

必
要
な
道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
省
令
（
平
成
１８
年
国
土
交
通
省
令
第

１
１
６
号
））
で
定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、

そ
の
基
準
と
す
る
た
め
、
実
質
的
な
変
更

を
行
う
も
の
で
は
な
い
。

　
①
市
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準

　
②
市
道
の
道
路
管
理
者
が
設
け
る
道
路

　
　
標
識
の
様
式
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、

　
　
案
内
標
識
及
び
警
戒
標
識
の
寸
法
及

　
　
び
文
字
の
大
き
さ
に
関
す
る
基
準

　
③
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道

　
　
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準

小
野
市
上
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、
従

来
、
政
令
等
で
規
定
さ
れ
て
い
た
次
の
基

準
に
つ
い
て
、
政
令
等
の
基
準
を
参
酌
し

て
条
例
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
当
該

基
準
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
な
お
、

こ
の
た
び
条
例
で
規
定
す
る
基
準
は
、
政

令
等
（
水
道
法
（
昭
和
３２
年
法
律
第
１

準
を
も
っ
て
、
そ
の
基
準
と
す
る
た
め
、

実
質
的
な
変
更
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。

　
①
公
営
住
宅
の
整
備
基
準

小
野
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、
従

来
、
政
省
令
で
規
定
さ
れ
て
い
た
次
の
基

準
に
つ
い
て
、
政
省
令
の
基
準
を
参
酌
し

て
条
例
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
当
該

基
準
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
な
お
、

こ
の
た
び
条
例
で
規
定
す
る
基
準
は
、
政

省
令
（
都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
３１

年
政
令
第
２
９
０
号
）
及
び
移
動
等
円
滑

化
の
た
め
に
必
要
な
特
定
公
園
施
設
の
設

置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成

１８
年
国
土
交
通
省
令
第
１
１
５
号
））
で

定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、
そ
の
基
準
と
す

る
た
め
、
実
質
的
な
変
更
を
行
う
も
の
で

は
な
い
。

　
①
都
市
公
園
の
配
置
及
び
規
模
に
関
す

　
　
る
技
術
的
基
準

　
②
都
市
公
園
に
公
園
施
設
と
し
て
設
け

　
　
ら
れ
る
建
築
物
の
建
築
面
積
の
都
市

　
　
公
園
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
の

　
　
基
準

　
③
移
動
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
特
定

　
　
公
園
施
設
の
設
置
に
関
す
る
基
準

小
野
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、
従

来
、
政
省
令
で
規
定
さ
れ
て
い
た
次
の
基

　「
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に

向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講

ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
」
が
平
成
２４
年
６
月
２７
日
に
公
布
さ

れ
、
そ
の
中
で
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」

の
改
正
も
行
わ
れ
て
お
り
、
当
該
法
律
の

題
名
が
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

に
、
平
成
２５
年
４
月
１
日
か
ら
改
め
ら
れ

る
。

　
そ
の
た
め
、「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を

引
用
し
て
い
る
次
の
５
条
例
に
つ
い
て
、
整

理
の
た
め
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
。

　
①
小
野
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償

　
　
条
例

　
②
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

　
　
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例

　
③
小
野
市
福
祉
年
金
条
例

　
④
小
野
市
立
ひ
ま
わ
り
園
の
設
置
及
び

　
　
管
理
に
関
す
る
条
例

　
⑤
小
野
市
障
害
程
度
区
分
認
定
審
査
会

　
　
の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る
条
例

小
野
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、
従

来
、
省
令
で
規
定
さ
れ
て
い
た
次
の
基
準

に
つ
い
て
、
省
令
の
基
準
を
参
酌
し
て
条

例
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
当
該
基
準

を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
な
お
、
こ

の
た
び
条
例
で
規
定
す
る
基
準
は
、
従
来

の
省
令
（
公
営
住
宅
等
整
備
基
準
（
平
成

１０
年
建
設
省
令
第
８
号
））
で
定
め
る
基

進
セ
ン
タ
ー
が
指
定
暴
力
団
等
の
事
務
所

の
付
近
住
民
等
か
ら
委
託
を
受
け
て
当
該

事
務
所
の
使
用
等
の
差
止
め
の
請
求
を
す

る
た
め
の
制
度
を
導
入
す
る
ほ
か
、
暴
力

的
要
求
行
為
及
び
準
暴
力
的
要
求
行
為
の

規
制
等
を
強
化
す
る
こ
と
な
ど
を
そ
の
内

容
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
改
正
に
よ
り
、
小
野
市
暴
力
団
排

除
条
例
中
に
引
用
し
て
い
る
当
該
法
律
の

引
用
条
項
の
整
備
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
。

小
野
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　
地
域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、
従

来
、
省
令
で
規
定
さ
れ
て
い
た
次
の
基
準

に
つ
い
て
、
省
令
の
基
準
を
参
酌
し
て
条

例
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
当
該
基
準

を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
な
お
、
こ

の
た
び
条
例
で
規
定
す
る
基
準
は
、
従
来

の
省
令
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
４６
年
厚
生
省

令
第
３５
号
））
で
定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、

そ
の
基
準
と
す
る
た
め
、
実
質
的
な
変
更

を
行
う
も
の
で
は
な
い
。

　
①
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
け
る
技

　
　
術
管
理
者
の
資
格
に
関
す
る
基
準

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け

て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
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小
野
市
樫
山
町
　
藤
木
　
保
喜
　
氏
（
再
任
）

小
野
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　
平
成
２４
年
１２
月
２１
日
で
任
期
（
４
年
）

満
了
と
な
る
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
、
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
議
会

の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
小
野
市
大
島
町
　
冨
田
　
益
子
　
氏
（
再
任
）

　
小
野
市
中
島
町
　
河
嶋
栄
里
子
　
氏
（
新
任
）

小
野
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
委

員
会
だ
け
で
は
な
く
本
会
議
に
お
い
て
も

予
算
そ
の
他
重
要
な
議
案
、
請
願
等
に
つ

い
て
公
聴
会
の
開
催
、
参
考
人
の
招
致
な

ど
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
小
野

市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
。

平
成
２４
年
度
小
野
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

　
補
　
正
　
額
　
８
９，
５
０
０
千
円
　
追
加

　
補
正
後
総
額
　
２
１，
９
７
５，
５
０
０
千
円

の
区
域
を
超
え
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
は
、

兵
庫
県
か
ら
小
野
市
に
指
導
監
督
権
限
が

移
管
さ
れ
る
も
の
の
、
当
該
法
人
が
運
営

す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
保
育
所
な

ど
の
施
設
、
事
業
所
の
監
督
権
限
は
兵
庫

県
に
残
っ
た
ま
ま
と
な
る
。

　
運
営
主
体
の
法
人
と
施
設
は
一
体
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
事
務
の
効
率
化
に
鑑
み
、

施
設
、
事
業
所
の
監
督
権
限
が
小
野
市
に

移
譲
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
地
方
自
治
法
第

２
５
２
条
の
１４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
事
務
を
兵
庫
県

へ
委
託
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
条
第
３

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
５
２
条

の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議

決
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
。

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
（
３
件
）

　
市
民
病
院
の
診
療
費
未
払
い
に
対
す
る

訴
え
を
提
起
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第

９
６
条
第
１
項
第
１
２
号
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

　
①
　

請
求
金
額
　
３
９
５
万
２，
０
９
０
円

　
②
　

請
求
金
額
　
２
４
３
万
５，
３
６
０
円

　
③
　

請
求
金
額
　
　
４
６
万
６，
０
１
４
円

小
野
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

の
選
任
に
つ
い
て

　
平
成
２５
年
３
月
９
日
で
任
期
（
３
年
）

満
了
と
な
る
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
、
地

方
税
法
第
４
２
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
議
会
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
小
野
市
中
町
　
伊
藤
　
俊
博
　
氏
（
再
任
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
（
平
成
２４
年
度
小
野
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
））

　
１２
月
１６
日
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
係

る
補
正
予
算
に
つ
い
て
、
衆
議
院
の
解
散

日
で
あ
る
１１
月
１６
日
付
で
専
決
処
分
し
た

こ
と
の
承
認
を
求
め
る
も
の
。

　
補
　
正
　
額
　
２
１，
０
０
０
千
円
　
追
加

　
補
正
後
総
額
　
２
１，
８
８
６，
０
０
０
千
円

市
営
土
地
改
良
事
業
（
農
村
総
合
整
備
事

業
）
の
実
施
に
つ
い
て

　
平
成
２５
年
度
か
ら
市
営
土
地
改
良
事
業

（
農
村
総
合
整
備
事
業
）
を
実
施
す
る
た
め
、

土
地
改
良
法
第
９６
条
の
２
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
よ
う
と
す

る
も
の
。

　
地
区
名
　
ひ
ま
わ
り
の
里
小
野
２
期

　
事
業
内
容

　
　
農
業
用
用
排
水
路
　
６，
１
７
５
ｍ

　
　
農
　
道
　
整
　
備
　
３，
１
７
５
ｍ

　
　
暗
　
渠
　
排
　
水
　
１．
８
ｈａ

　
事
業
費
　
２
３
９，
０
０
０
千
円

社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
事
務
の
委
託
に

つ
い
て

　
地
域
主
権
一
括
法
に
よ
り
、
平
成
２５
年

４
月
１
日
か
ら
兵
庫
県
が
所
管
す
る
社
会

福
祉
法
人
の
う
ち
「
主
た
る
事
務
所
が
小

野
市
の
区
域
内
に
あ
り
、
事
業
が
小
野
市

７
７
号
）
及
び
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
３２

年
政
令
第
３
３
６
号
））
で
定
め
る
基
準

を
も
っ
て
、
そ
の
基
準
と
す
る
た
め
、
実

質
的
な
変
更
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。

　
①
水
道
の
敷
設
工
事
の
施
行
に
関
す
る

　
　
技
術
上
の
監
督
業
務
を
行
う
者
の
配

　
　
置
に
関
す
る
基
準

　
②
水
道
の
敷
設
工
事
の
施
行
に
関
す
る

　
　
技
術
上
の
監
督
業
務
を
行
う
技
術
者

　
　
の
資
格
に
関
す
る
基
準

　
③
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
に
関
す
る

　
　
基
準

　
ま
た
、
こ
の
た
び
の
条
例
改
正
に
あ
わ

せ
、
給
水
装
置
の
設
置
等
の
工
事
に
か
か

る
設
計
手
数
料
を
廃
止
し
、
道
路
占
用
許

可
申
請
に
係
る
費
用
な
ど
の
実
費
相
当
額

を
徴
収
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

小
野
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
域
主
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、
従

来
、
政
令
で
規
定
さ
れ
て
い
た
次
の
基
準

に
つ
い
て
、
政
令
の
基
準
を
参
酌
し
て
条

例
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
当
該
基
準

を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
な
お
、
こ

の
た
び
条
例
で
規
定
す
る
基
準
は
、
政
令

（
下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
３４
年
政
令
第

１
４
７
号
））
で
定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、

そ
の
基
準
と
す
る
た
め
、
実
質
的
な
変
更

を
行
う
も
の
で
は
な
い
。

　
①
公
共
下
水
道
の
構
造
の
技
術
上
の
基

　
　
準
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12月定例会
平成24年

12月定例会12月定例会

(一般質問は発言した議員が編集しました)
（小学校最後の音楽会 音楽を通してみんなが一つに ）

小野市議会だより

平成24年

市議会HP内の「市議会ビデオライブラリ」からも、
議会の様子をご覧いただけます。
HPアドレス：http://www.ono-sigikai.jp/

　
今
回
の
補
正
で
は
、
市
民
活
動
の
拠
点
で
あ
る

「
う
る
お
い
交
流
館
エ
ク
ラ
」
の
機
能
を
拡
充

す
る
た
め
、
附
属
施
設
と
な
る
バ
ン
ケ
ッ
ト
ホ

ー
ル
の
設
計
費
を
措
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、
警
察
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
県
・
市
で
通
学

路
の
あ
り
方
を
協
議
し
、
ま
ず
小
野
地
区
の
２

つ
の
市
道
に
お
い
て
、
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
舗
装

を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
自
治
会
か
ら
の
要
望

を
受
け
、
豪
雨
被
害
に
備
え
た
基
幹
排
水
路
の

改
良
工
事
を
行
う
ほ
か
、
来
住
地
区
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
活
動
活
発
化
に
係
る
経
費
や
障
が
い
者

の
自
立
支
援
給
付
費
、
食
育
推
進
の
た
め
の
経

費
等
を
補
正
し
て
い
ま
す
。

小
林
千
津
子
議
員

・
小
野
市
民
病
院
の
跡
利
用
に
つ

い
て

・
防
災
、
減
災
に
つ
い
て

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ス
ト
ラ
ン
に

つ
い
て

岡
嶋
正
昭
議
員

・
議
案
第
７４
号
か
ら
議
案
第
７６
号

　
ま
で
の
訴
え
の
提
起
に
か
か
る

３
議
案
に
つ
い
て

・
黒
川
西
土
地
区
画
整
理
事
業
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て

・
小
野
商
店
街
の
今
後
に
つ
い
て

松
本
英
昭
議
員

・
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
問
題
に

つ
い
て
�

・
好
古
館
特
別
展
「
下
東
条
地
区

地
域
展
」
に
つ
い
て

前
田
光
教
議
員

・
議
案
第
５９
号
小
野
市
一
般
会
計

　
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
つ
い
て

・
小
野
ま
つ
り
に
つ
い
て

・
小
野
市
成
人
式
に
つ
い
て

・
小
野
市
の
ひ
と
づ
く
り
（
ひ
と

お
こ
し
）
に
つ
い
て

・
ホ
テ
ル
招
致
に
向
け
た
ま
ち
づ

く
り
（
ま
ち
お
こ
し
）
に
つ
い
て

　
坂
純
子
議
員

・
女
性
特
有
の
が
ん
検
診
の
受
診

率
向
上
と
対
策
に
つ
い
て

・「
コ
ミ
セ
ン
小
野
東
」
の
設
置

　
に
つ
い
て

藤
原
　
章
議
員

・
地
域
建
設
業
の
振
興
策
に
つ
い
て
�

・
バ
ン
ケ
ッ
ト
ホ
ー
ル
建
設
計
画

に
つ
い
て
�

・
就
学
援
助
の
充
実
に
つ
い
て

・
市
職
員
の
労
働
条
件
変
更
に
関

す
る
対
応
に
つ
い
て

川
名
善
三
議
員

・
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

に
つ
い
て

・
障
害
者
虐
待
防
止
法
の
施
行
に

つ
い
て
�

加
島
　
淳
議
員

・
小
野
市
立
図
書
館
の
現
状
と
将

来
の
方
向
性
に
つ
い
て

・
都
市
計
画
道
路
「
新
都
市
中
央

線
」
の
整
備
状
況
と
道
路
整
備

後
の
効
果
に
つ
い
て

高朞

３，５００

５０，３００

２，４４８

２，５００

５６３，０７４

２５０

７００

（単位：千円）

総合政策部

道路河川課

産　業　課

コミュニティセンター
きすみの

社会福祉課

いきいき社会
創　造　課

体育保健課

担当課内　　　　　容 補正額 補正後

バンケットホール整備事業
　基本設計及び実施設計（債務負担行為）

道路補修経費
　通学路となっている市道１０３１・１４２９号線を
　カラー舗装

基幹排水路管理経費
　皿池干拓排水路の災害対応工事
　※自治会要望

地域コミュニティ助成事業
　来住地区地域づくり協議会の活動助成

自立支援給付費
　障がい者の医療サービス等経費の増額

指定文化財改修等経費
　市指定文化財である慶徳寺の境内にある
　カヤの木保護に係る経費を補助

食育推進経費
　国の委託を受け市内各園・学校の食育事業
　を推進

３，５００

８，０００

２，０００

２，５００

６０，０００

２５０

４５７
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小
林
千
津
子
　

議
員

市
民
ク
ラ
ブ

岡
嶋
正
昭
　

議
員

市
民
ク
ラ
ブ

小
野
市
民
病
院
の
跡
利
用
に
つ
い
て

　質
問
　「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
を
提
供

で
き
る
病
院
」「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

を
併
設
す
る
施
設
」
と
い
う
機
能
限
定
の

上
で
の
売
却
と
、
当
該
事
業
者
の
選
定
理

由
に
つ
い
て
問
う
。

　答
弁
　
北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
は
急

性
期
医
療
を
提
供
す
る
病
院
で
、
そ
こ
で

の
治
療
を
終
え
自
宅
へ
帰
る
ま
で
の
間
、

継
続
的
な
治
療
と
リ
ハ
ビ
リ
を
提
供
す
る

後
方
支
援
病
院
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
今

後
の
高
齢
社
会
の
進
展
を
考
え
た
場
合
、

医
療
施
設
に
高
齢
福
祉
施
設
の
機
能
が
加

わ
れ
ば
よ
り
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が
可
能
と

判
断
し
た
。
要
件
を
示
し
公
募
し
た
結
果
、

こ
れ
ら
の
事
業
に
非
常
に
意
欲
的
で
グ
ル

ー
プ
内
に
既
に
社
会
福
祉
法
人
が
あ
る

「
医
療
法
人
社
団
栄
宏
会
、
土
井
病
院
グ

ル
ー
プ
」
に
決
定
し
た
。
 

　（
市
当
局
）

防
災
、
減
災
に
つ
い
て

　質
問
　
高
齢
者
や
女
性
が
参
加
し
、
自
ら

で
き
る
防
災
や
減
災
の
啓
発
対
策
に
つ
い

て
問
う
。

　答
弁
　
山
崎
断
層
帯
南
東
部
、
草
谷
断
層

地
震
の
被
害
想
定
見
直
し
に
よ
り
甚
大
な

被
害
が
想
定
さ
れ
る
中
、
災
害
の
発
生
時

は
勿
論
平
時
に
お
い
て
も
防
災
、
減
災
対

策
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
頂
く
為
に
、

今
後
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
て
知
識
の

普
及
や
参
加
し
や
す
い
訓
練
実
施
等
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
。
　
　
 

　（
市
当
局
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ス
ト
ラ
ン
に
つ
い
て

　質
問
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ス
ト
ラ
ン
運
営

の
課
題
と
下
東
条
コ
ミ
レ
ス
の
在
り
方
に

つ
い
て
問
う
。

　答
弁
　
市
内
の
コ
ミ
レ
ス
は
組
織
や
成
り

立
ち
、
地
域
性
等
様
々
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
多
く
の
課
題
が
あ
る
が
「
人
材
」「
人

の
関
わ
り
」
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
コ
ミ

レ
ス
は
経
営
と
い
う
側
面
も
あ
る
が
、
下

東
条
の
コ
ミ
レ
ス
は
地
域
の
皆
さ
ん
が
楽

し
く
運
営
し
、
多
く
の
方
が
集
う
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
イ
の
拠
点
と
し
て
盛
り
上
げ
て

頂
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

黒
川
西
土
地
区
画
整
理
事
業
の
進

捗
状
況
に
つ
い
て

　質
問
　
事
業
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　答
弁
　
当
該
事
業
は
、
換
地
及
び
区
画
整

理
の
設
計
、
街
区
確
定
測
量
、
物
件
補
償

調
査
の
各
業
務
を
平
成

２３
年
度
に
予
定
ど

お
り
実
施
し
、
本
年
、
平
成

２４
年
度
中
に

は
、
仮
換
地
指
定
、
建
物
等
の
物
件
補
償

契
約
を
行
い
、
区
画
整
理
造
成
工
事
を
開

始
す
る
予
定
で
す
。
　

　
現
在
、
仮
換
地
指
定
に
向
け
た
関
係
者

と
の
調
整
が
概
ね
整
っ
た
状
況
で
あ
り
、

１２
月

２２
日
に
開
催
を
予
定
し
て
お
り
ま
す

黒
川
西
土
地
区
画
整
理
組
合
の
臨
時
総
会

で
仮
換
地
の
指
定
に
つ
い
て
の
承
認
を
得

た
後
、
物
件
補
償
契
約
の
締
結
を
行
い
ま

す
。
そ
の
後
、
区
画
整
理
造
成
工
事
の
入

札
を
１
月
上
旬
に
行
い
、
造
成
工
事
へ
と

進
捗
さ
せ
て
い
く
予
定
で
す
。（
市
当
局
）

小
野
商
店
街
の
今
後
に
つ
い
て

　質
問
　
ア
ー
ケ
ー
ド
撤
去
等
に
つ
い
て

　答
弁
　
ア
ー
ケ
ー
ド
は
設
置
か
ら

２９
年
が

経
過
し
、
経
年
劣
化
が
進
行
中
で
あ
り
ま

す
。
商
店
街
振
興
組
合
が
劣
化
診
断
を
専

門
業
者
に
依
頼
し
、
危
険
性
の
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
順
次
撤
去
及
び
修
繕
作
業
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
今
後
、
修
繕
費
等
の
負
担
の
増
加
が
予

想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
年
６
月
５
日
に

開
催
さ
れ
た
振
興
組
合
通
常
総
会
に
お
い

て
、
近
い
将
来
撤
去
を
行
い
、
新
た
な
商

店
街
と
し
て
の
街
づ
く
り
を
目
指
す
方
向

性
が
決
議
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ア
ー
ケ
ー
ド
撤
去
や
そ
れ
に
伴

う
次
の
課
題
と
し
て
雨
水
側
溝
、
タ
イ
ル

の
再
舗
装
等
、
ア
ー
ケ
ー
ド
下
の
市
道
の

改
良
工
事
等
の
課
題
は
あ
る
が
、
こ
の
課

題
を
解
消
す
れ
ば
、
商
店
街
の
環
境
は
大

き
く
変
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

小野市議会だより
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学
校
に
お
け
る
い
じ
め
問
題
に
つ

い
て

　質
問
　「
平
成
２４
年
度
教
育
の
実
践
と
評

価
」
に
よ
る
と
、
２３
年
度
の
い
じ
め
件
数

は
０
件
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
本
年
度

は
何
件
と
な
っ
て
い
る
の
か
。

　答
弁
　

２３
年
度
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
間
の
友
人
関

係
の
問
題
を
い
ち
早
く
察
知
し
、
的
確
か

つ
丁
寧
な
指
導
を
心
が
け
た
こ
と
に
よ
り

早
期
に
解
決
で
き
、
い
じ
め
事
案
の
長
期

化
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
出
来
た
結
果
に

よ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
１１
月
末
現
在
で
い
じ
め
事
案
と
し
て
対

応
し
た
件
数
は
、
小
学
校
７
件
、
中
学
校

１３
件
の
合
計

２０
件
で
あ
り
ま
す
。

　
報
告
の
あ
っ
た

２０
件
は
い
ず
れ
も
早
期

に
認
知
し
、
す
ぐ
に
対
応
し
た
結
果
、
解

決
し
て
お
り
、
継
続
し
て
指
導
と
見
守
り

を
し
て
お
り
ま
す
。
　
　
　
　（
教
育
長
）

　質
問
　
学
校
の
責
務
に
つ
い
て
、
早
期
把

握
と
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応
を
評
価
さ
れ

る
べ
き
と
考
え
ま
す
が
学
校
現
場
の
取
組

み
は
。

　答
弁
　
早
期
発
見
の
た
め
に
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
た
り
、
小
学
校
で
の
「
連

絡
帳
」、
中
学
校
で
の
「
生
活
の
記
録
」
等

保
護
者
と
の
連
絡
も
密
に
し
、
家
庭
に
お

け
る
子
ど
も
た
ち
の
言
動
の
変
化
に
つ
い

て
情
報
を
得
る
こ
と
で
早
期
発
見
、
早
期

対
応
、
継
続
的
な
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
教
育
長
）

　質
問
　
家
庭
の
役
割
に
つ
い
て
、
理
想
と

さ
れ
る
生
活
習
慣
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
。

　答
弁
　
就
学
前
の
子
ど
も
を
持
つ
保
護
者

を
対
象
に
家
庭
教
育
の
重
要
性
や
子
育
て

の
ア
ド
バ
イ
ス
に
つ
い
て
、
胎
児
か
ら
義

務
教
育
終
了
ま
で
の
「

１６
カ
年
教
育
」
と

し
て
進
め
て
い
ま
す
。
　
　
　（
教
育
長
）

議
案
第
５９
号
小
野
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
自
立
支
援
給
付
費
６
千

万
円
）
に
つ
い
て

　答
弁
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
が
、

県
か
ら
市
へ
移
管
さ
れ
、
ま
た
、
対
象
人

数
の
増
加
に
よ
り
予
算
増
を
必
要
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

小
野
ま
つ
り
に
つ
い
て

　答
弁
　
進
化
し
続
け
る
ま
つ
り
と
し
て
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
自
由
な
発
想
と
、
主
体

的
な
行
動
に
よ
り
、
小
野
市
の
郷
土
愛
を

実
現
で
き
る
ま
つ
り
と
し
て
、
今
後
も
盛

大
に
開
催
し
て
頂
き
た
い
。
　（
市
当
局
）

小
野
市
成
人
式
に
つ
い
て

　答
弁
　

２０
年
間
お
世
話
に
な
っ
た
社
会
へ

の
感
謝
と
恩
返
し
の
意
味
を
込
め
、
成
人

と
し
て
自
主
的
・
自
立
的
に
社
会
に
参
画

す
る
た
め
の
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
位

置
づ
け
、
次
世
代
を
担
う
若
い
力
を
育
て

る
「
市
民
力
育
成
の
場
」
の
ひ
と
つ
と
し

て
支
援
し
て
い
き
た
い
。
　（
市
当
局
）

小
野
市
の
ひ
と
づ
く
り（
ひ
と
お

こ
し
）
に
つ
い
て

　答
弁
　「
ひ
と
お
こ
し
」
は
ま
ち
づ
く
り
に

携
わ
る
人
材
を
発
掘
す
る
こ
と
、「
ひ
と

づ
く
り
」
は
様
々
な
活
動
か
ら
得
る
経
験

や
知
識
等
か
ら
人
材
を
育
成
す
る
事
と
考

え
て
お
り
、
今
後
も
施
策
を
通
じ
て
「
ひ

と
お
こ
し
」
を
展
開
し
、
経
験
を
通
し
て

「
ひ
と
づ
く
り
」
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

ホ
テ
ル
招
致
に
向
け
た
ま
ち
づ
く

り
（
ま
ち
お
こ
し
）
に
つ
い
て

　答
弁
　
ホ
テ
ル
周
辺
は
、
集
客
が
見
込
ま

れ
、

１０
階
建
て
２
０
７
室
の
ホ
テ
ル
開
業

（
平
成

２６
年
７
月
）
に
合
わ
せ
、
エ
ク
ラ

の
機
能
を
充
実
さ
せ
た
バ
ン
ケ
ッ
ト
ホ
ー

ル
の
建
設
、
敷
地
町
ソ
ロ
池
の
一
部
を
埋

め
立
て
、
飲
食
、
物
販
の
店
舗
誘
致
を
想

定
し
て
い
る
。
　
　
　（
市
当
局
・
市
長
）

小野市議会だより
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光
教
　

議
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藤
　
原
　
　

章
　

議
員

日
本
共
産
党

女
性
特
有
の
が
ん
検
診
の
受
診
率

向
上
と
対
策
に
つ
い
て

　質
問
　
市
民
へ
の
乳
腺
外
来
の
Ｐ
Ｒ
に
つ

い
て
問
う
。

　答
弁
　
平
成

２４
年
１
月
か
ら
毎
週
月
曜
日

午
後
か
ら
６
名
ず
つ
の
枠
を
設
け
て
開
始

し
て
い
る
。
広
報
等
で
Ｐ
Ｒ
し
た
結
果
、

受
診
者
全
体
の

７０
％
が
市
内
の
方
で
、
絶

え
ず
予
約
枠
が
一
杯
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

計
画
的
な
受
診
を
し
て
い
た
だ
き
健
康
管

理
に
努
め
て
頂
き
た
い
。
　
　（
市
当
局
）

　質
問
　
子
宮
頸
が
ん
と
学
校
に
お
け
る
保

健
教
育
や
保
護
者
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
問
う
。

　答
弁
　
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
病

理
的
に
難
し
く
、
子
ど
も
達
の
学
習
内
容

で
は
取
り
扱
っ
て
い
な
い
が
、
保
護
者
に

ワ
ク
チ
ン
効
果
に
関
す
る
適
切
な
情
報
を

発
信
す
る
と
と
も
に
、
個
別
接
種
事
業
の

普
及
に
努
め
て
参
り
た
い
。
　（
市
当
局
）

　質
問
　
日
本
産
婦
人
科
医
会
は
平
成
２０
年

よ
り
Ｈ
Ｐ
Ｖ
―
Ｄ
Ｎ
Ａ
検
査
の
導
入
を
行

い
、
細
胞
診
と
の
併
用
検
診
を
目
指
し
て

い
る
が
、
小
野
市
と
し
て
の
実
施
予
定
は

あ
る
か
問
う
。

　答
弁
　
厚
生
労
働
省
か
ら
の
情
報
は
得
て

い
る
が
、
今
後
の
国
の
動
向
を
注
視
し
て

参
り
た
い
。
　
　
　
　
　
　
 （

市
当
局
）

「
コ
ミ
セ
ン
小
野
東
」
の
設
置
に

つ
い
て

　質
問
　
小
野
地
区
は
人
口
も
市
全
体
の
約

４
割
を
占
め
、
中
心
市
街
地
か
ら
農
村
地

域
ま
で
と
エ
リ
ア
が
広
範
囲
で
あ
る
。
拠

点
が
「
コ
ミ
セ
ン
お
の
」
１
ヶ
所
の
為
「
コ

ミ
セ
ン
小
野
東
」
の
必
要
性
が
あ
る
と
思

う
が
当
局
の
考
え
を
問
う
。

　答
弁
　「
小
野
地
区
」
へ
の
愛
着
や
「
小
野

東
地
区
」
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
に
対
す

る
住
民
の
方
々
の
意
向
を
見
極
め
る
必
要

が
あ
り
、
今
後
新
た
な
地
域
づ
く
り
へ
の

機
運
が
高
ま
っ
て
く
れ
ば
、
設
置
に
向
け

た
検
討
を
行
っ
て
参
り
た
い
。（
市
当
局
）

市
内
建
設
業
の
振
興
策
と
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
助
成
に
つ
い
て

　質
問
　
大
型
公
共
工
事
は
市
外
の
業
者
が

落
札
し
て
い
る
。
市
内
業
者
に
「
下
請
と

し
て
」
で
も
仕
事
を
ま
わ
す
方
策
は
。

　答
弁
　
市
外
業
者
の
入
札
参
加
要
件
と
し

て
、
市
内
業
者
へ
一
定
割
合
以
上
の
下
請

発
注
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
市
当
局
）

　質
問
　
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
は
市

内
業
者
の
仕
事
が
増
え
、
住
民
に
喜
ん
で

も
ら
え
、
需
要
を
喚
起
し
て
経
済
効
果
が

大
き
い
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
実
施

に
つ
い
て
の
考
え
は
。

　答
弁
　
昨
年
も
答
弁
し
た
が
①
個
人
へ
の

税
金
投
入
の
公
平
性
、
②
財
源
、
③
公
益

性
の
高
い
事
業
優
先
、
④
業
種
選
定
の
公

平
性
な
ど
か
ら
慎
重
に
検
討
し
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
市
当
局
）

バ
ン
ケ
ッ
ト
ホ
ー
ル
に
つ
い
て

　質
問
　「
大
規
模
な
宴
会
場
」
と
い
う
だ

け
で
は
本
当
に
必
要
な
施
設
か
疑
問
だ
。

ど
う
い
う
機
能
や
内
容
を
持
っ
た
施
設
を

構
想
し
て
い
る
の
か
。

　答
弁
　
食
事
提
供
の
た
め
の
パ
ン
ト
リ
ー
、

来
賓
等
の
控
室
、
可
動
式
の
舞
台
、
音
響
・

照
明
施
設
等
を
備
え
た
ホ
ー
ル
を
計
画
し

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

　質
問
　
食
事
を
し
な
い
一
般
の
会
議
や
集

会
等
で
も
使
え
る
の
か
。

　答
弁
　
使
用
で
き
る
よ
う
に
計
画
し
て
い

る
。
　
 

　
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

就
学
援
助
の
充
実
に
つ
い
て

　質
問
　
就
学
援
助
の
支
給
対
象
と
し
て
生

徒
会
費
な
ど
「
３
項
目
」
が
追
加
さ
れ
た
が
、

市
で
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
。

　答
弁
　「
要
保
護
者
」
は
給
付
し
て
い
る
が
、

「
準
要
保
護
者
」
は
給
付
し
て
い
な
い
。

　 
 
 
 
 
 
 
 
 （

教
育
長
）

　質
問
　「
準
要
保
護
者
」
に
も
支
給
す
る

観
点
で
援
助
額
を
引
き
上
げ
る
考
え
は
。

　答
弁
　
限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
、
援
助
額

を
増
や
す
と
支
給
人
数
が
少
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　（
教
育
長
）

市
民
ク
ラ
ブ

高
坂
純
子
　

議
員
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川
名
善
三
　

議
員

公
　
明
　
党

加
島
　
淳
　

議
員

改
革
ク
ラ
ブ

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に

つ
い
て

　質
問
　
新
制
度
の
概
要
に
つ
い
て

　答
弁
　
子
ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
社
会

環
境
を
整
え
る
為
、「
質
の
高
い
幼
児
期

の
学
校
教
育
と
保
育
の
総
合
的
な
提
供
」、

「
保
育
の
量
的
拡
大
と
確
保
」、「
地
域
の

子
ど
も
･
子
育
て
支
援
の
充
実
」
を
図
る

と
さ
れ
、
①
認
定
こ
ど
も
園
制
度
の
改
善

②
認
定
子
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
保
育
所
を

通
じ
た
共
通
の
給
付
制
度
と
地
域
型
保
育

給
付
の
創
設
③
一
時
預
か
り
や
乳
児
家
庭

全
戸
訪
問
事
業
の
拡
充
な
ど
が
主
な
内
容
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

　質
問
　
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い
る
「
地
方

版
子
ど
も
子
育
て
会
議
」
の
設
置
に
つ
い

て　答
弁
　「
地
方
版
子
ど
も
子
育
て
会
議
」
の

果
た
し
う
る
役
割
等
を
精
査
の
上
、
時
期

を
み
て
設
置
に
向
け
た
調
整
に
入
り
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

　質
問
　
事
業
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

　答
弁
　
自
助
・
共
助
の
観
点
、
新
た
な
公

助
の
方
策
な
ど
を
含
め
、
平
成

２６
年
度
中

に
策
定
す
る
予
定
。
　
　
　
　（
市
当
局
）

障
害
者
虐
待
防
止
法
の
施
行
に
つ

い
て

　質
問
　「
障
が
い
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
」

に
つ
い
て

　答
弁
　
具
体
的
な
業
務
内
容
は
①
擁
護
者
、

障
害
者
福
祉
施
設
等
の
従
事
者
、
障
害
者

を
雇
用
す
る
事
業
主
な
ど
に
よ
る
障
が
い

者
へ
の
虐
待
に
関
す
る
通
報
、
届
出
の
受

理
②
擁
護
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
防
止

及
び
虐
待
を
受
け
た
障
が
い
者
の
保
護
の

為
の
相
談
、
指
導
、
助
言
の
実
施
③
障
害

者
虐
待
の
防
止
及
び
擁
護
者
に
対
す
る
支

援
に
関
す
る
広
報
、
そ
の
他
の
啓
発
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
。
運
営
体
制
は
、
通

常
の
執
務
時
間
で
は
社
会
福
祉
課
障
が
い

福
祉
係
の
窓
口
で
対
応
し
、
休
日
夜
間
は

市
の
夜
間
等
管
理
業
務
を
経
由
し
、
担
当

職
員
に
連
絡
が
入
る
体
制
を
採
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

小
野
市
立
図
書
館
の
現
状
と
将
来

に
つ
い
て

　質
問
　
１
９
９
７
年
か
ら
７
年
連
続
日
本

一
で
あ
っ
た
貸
出
数
の
推
移
は
。

　答
弁
　
貸
出
数
は
こ
こ
数
年
大
き
な
変
動

は
な
く
、
去
年

６７
万
７
千
冊
で
ほ
ぼ
横
ば

い
。
野
洲
市
に
次
い
で
全
国
第
２
位
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

　質
問
　
近
年
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
向
上

に
取
り
組
ん
で
き
た
か
。

　答
弁
　
ト
イ
レ
に
「
お
む
つ
交
換
台
」
を

設
置
、
高
齢
者
の
た
め
の
ソ
フ
ァ
ー
の
増
設
、

大
活
字
本
の
収
集
、
２
階
の
学
習
室
の
休

日
提
供
等
を
し
て
き
た
。
今
後
は
司
書
の

テ
ク
ニ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
、
電
子
書
籍
、
各

種
講
座
の
開
設
等
に
取
り
組
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

　質
問
　
さ
ら
な
る
顧
客
満
足
度
を
高
め
る

た
め
に
、
民
間
委
託
を
検
討
し
て
み
て
は
。

　答
弁
　
新
し
い
時
代
の
図
書
館
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
、
総
合
政
策
部
、

図
書
館
で
研
究
に
取
組
ん
で
い
る
。
民
間

企
業
か
ら
も
話
を
聞
き
、
民
間
委
託
の
メ

リ
ッ
ト
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
３
月
に
多

角
的
な
視
点
か
ら
結
果
を
ま
と
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
市
当
局
）

都
市
計
画
道
路
「
新
都
市
中
央
線
」

に
つ
い
て

　質
問
　
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
て
い
る
新

都
市
中
央
線
。
そ
の
整
備
状
況
は
。

　答
弁
　
用
地
買
収
は
終
了
し
た
。
榊
町
の

橋
梁
設
計
も
完
了
。
進
捗
状
況
は
約

３０
％
。

今
後
は
国
の
動
向
を
注
視
し
、
県
に
要
望

を
重
ね
完
成
目
標
で
あ
る
平
成

２８
年
の
完

成
に
向
け
努
力
し
て
い
く
。
　（
市
当
局
）

　質
問
　
新
都
市
中
央
線
の
効
果
は
。

　答
弁
　
一
番
は
工
業
団
地
・
流
通
団
地
へ

の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
な
る
こ
と
。
そ
れ

に
伴
い
通
勤
の
た
め
育
ヶ
丘
町
、
山
田
町
、

榊
町
な
ど
集
落
内
道
路
の
交
通
量
の
減
少
、

交
通
事
故
の
減
少
、
ま
た
沿
線
土
地
の
付

加
価
値
が
向
上
す
る
こ
と
に
よ
り
大
き
な

経
済
効
果
が
考
え
ら
れ
る
。
　（
市
当
局
）

　質
問
　
沿
線
に
は
県
が
所
有
す
る
約
３
０

０
ｈａ
の
環
境
林
が
あ
る
が
、
そ
の
有
効
的

な
活
用
は
あ
る
の
か
。

　答
弁
　
今
後
県
と
調
整
し
な
が
ら
、
そ
の

有
効
活
用
を
考
え
て
い
く
。
　
　（
市
長
）
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小野市議会だより

◎総務文教常任委員会◎
議案第５９号　平成２４年度小野市一般会計補正予算（第３号）
議案第６１号　一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて
議案第６２号　証人等の費用弁償に

関する条例の一部を
改正する条例の制定
について

　審査の結果、反対討論はなく、
全会一致で可決すべきと決まり
ました。

◎民生地域常任委員会◎
議案第５９号　平成２４年度小野市一般会計補正予算（第３号）
議案第６０号　小野市準用河川管理条例の制定について
議案第６３号　小野市防災会議条例及び小野市災害対策本部条例の一部を改正す

る条例の制定について
議案第６４号　小野市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について
議案第６５号　小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

の制定について
議案第６６号　地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整
理に関する条例の制定について

議案第６７号　小野市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議案第６８号　小野市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
議案第６９号　小野市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
議案第７０号　小野市上水道給水条例の一部を改正する条例の制定について
議案第７１号　小野市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
議案第７２号　市営土地改良事業（農村総合整備事業）の実施について
議案第７３号　社会福祉法人に関す

る事務の委託につい
て

議案第７４号　訴えの提起について
議案第７５号　訴えの提起について
議案第７６号　訴えの提起について

　審査の結果、反対討論はなく、
全会一致で可決すべきと決まり
ました。

常任委員会審査報告常任委員会審査報告常任委員会審査報告常任委員会審査報告
≪各常任委員会に付託された議案≫

　常任委員会は、地方自治法第１０９条の規定に基づき
条例により設置されています。地方公共団体の幅広い
事務を調査するため、本議会から付託された議案や陳
情等の審査をします。

常任委員会とは？常任委員会とは？常任委員会とは？常任委員会とは？

常任委員会審査報告
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小野市議会だより

平成24年11月14日(水)～16日(金)
～熊本県八代市・佐賀県武雄市・佐賀県唐津市～

【改革クラブ】
加 島 　 淳 ・ 井 上 日 吉
河 島 三 奈 　 　 　 　 　

平成24年11月15日（木）
佐賀県武雄市：電子図書館サービス「MY図書館」について

　武雄市では、ｉＰａｄを利用した電子図書館サービス「Ｍ
Ｙ図書館」について説明を受けました。担当者はソフト
バンクから事業立ち上げのため、同市へ派遣された２０代
後半に見える方で、そのアップテンポの説明に戸惑う場
面もありましたが、内容は以下の通りです。
　目的は、図書館が遠い方、子育て中や障害をもってい
る方など、すべての市民に等しく図書館の本に親しむ機
会を提供すること。
　平成２２年夏、市長がツイッターで「武雄市図書館の本
を電子媒体化し、ｉＰａｄに入れ込むなどして、２４時間３６５日、
わざわざ図書館に来なくても済む、『ＭＹ図書館構想』
をぶち上げます。新刊本は対象外、図書館法、著作権法
などの関係法令の壁に挑戦します。ご期待ください。」と、
武雄市ＭＹ図書館構想を発表したのが発端となった。
　９月議会の承認後、慶應大学に調査研究を委託。平成２
３年４月に武雄市ＭＹ図書館をオープンした。県内在住者、
同市に通勤・通学する方で、図書館利用カードをもって
いる方に、サービスを提供。現在の蔵書数は２１５冊とな
っている。

研政クラブ研政クラブ

改革クラブ

【研政クラブ】
松 本 英 昭 ・ 松 井 精 史

平成24年11月14日（水）
熊本県八代市：中心市街地活性化事業について

　八代市では、中心市街地活性化事業について説明を受
けました。
　「健康と感動のまちづくり」をテーマに八代の中心商
店街が「健康づくりのできる商店街」に生まれ変わる。
　なぜ商店街で健康づくりを行うのか？
　八代市の中心市街地エリアには熊本総合病院を始め、
多くの医療機関が集積している。病院に来られたついで
に商店街で買い物をされるお客さまを対象に健康をテー
マにしたイベントを検討された。その結果、一番簡単に
出来る運動、それはウォーキングと言うことで、歩数計
を利用し、各商店でカウントチェックをして頂き、歩数
に対してポイント数をアップする。ポイントカードがい
っぱいになれば買い物時に値引きしてもらえるシステム
を構築した。
　歩いてお買い物をして健康になる、そして商店街に来れば健康づくりが出来る。
　「健康」という新たなテーマを付加価値として、お客様に喜ばれる商店街を目指している。

改革クラブ・研政クラブ・無会派　会派視察報告改革クラブ・研政クラブ・無会派　会派視察報告

改革クラブ
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平成24年11月16日（金）
佐賀県唐津市「唐の津風景街道推進プロジェクト」について

（目　　的）各地域の文化的歴史的資源・景観・自然。人物
や食などの「宝」を発掘、再評価し、魅力を向上させ、相互
を繋ぎ、情報発信することで地域活性化を図る「唐の津風景
街道」の取組みを市民協働により推進するため、ビジョンの
策定及び各地域の担い手の活動を支援することを目的とする。
（事案概要）資源の体系化・担い手の支援・ブランド化の提案・
社会実験・情報発信
（参考事項）少子高齢化の加速する中、次世代に繋いでいか
なければならないものは行政、地域が一体となって事業を展開するべきで唐津市の取組み姿勢は非常
に参考になった。今後の本市の行政運営の推進にあたり見習うべき点を生かしたい。

小野市議会だより

【無会派】中 井 澄 夫

無 会 派無 会 派

議会の活性化と開かれた議会を目指した
取り組みについて
行政経営について
介護予防の取り組みについて
いじめ等防止条例について
議会運営について
いじめ等防止条例について
議場におけるモニター設置状況について
行政経営について
行政経営について
行政経営について
小野市の教育施策・小中連携・授業視察
おの検定について
行政経営について
介護予防事業について
おの検定・16カ年教育について
いじめ等防止条例について
いじめ等防止条例について
ＮＰＯとの協働のまちづくりについて
安全安心パトロールについて
いじめ等防止条例について
いじめ等防止条例について
行政経営について
いじめ等防止条例について
いじめ等防止条例について
いじめ対応マニュアルについて
不登校対策について
おの検定・16カ年教育について
おの検定・小中連携・ICT教育について
空き家等の適正管理に関する条例について
いじめ等防止条例について

議 会 運 営 委 員 会

総 務 文 教 常 任 委 員 会
教 育 厚 生 常 任 委 員 会

会 派 3 名

議 員 5 名

庁舎整備等検討特別委員会
総 務 文 教 常 任 委 員 会

会 派 9 名
総 務 文 教 常 任 委 員 会
総 務 文 教 常 任 委 員 会
厚 生 文 教 常 任 委 員 会
総 務 常 任 委 員 会
厚 生 常 任 委 員 会
福 祉 文 教 委 員 会
民 生 文 教 委 員 会

議 員 3 名
議 員 5 名

総 務 常 任 委 員 会 、 議 長
総務、教育民生常任委員会

議 員 3 名
会 派 6 名

民 生 文 教 委 員 会

会 派 9 名

都 市 教 育 常 任 委 員 会
会 派 6 名
会 派 10 名

兵 庫 県 南 あ わ じ 市

石 川 県 羽 咋 市
宮 城 県 角 田 市
大 阪 府 堺 市

兵 庫 県 加 東 市

兵 庫 県 加 東 市
山 形 県 寒 河 江 市
茨 城 県 笠 間 市
福 岡 県 添 田 町
福 岡 県 添 田 町
東 京 都 瑞 穂 町
沖 縄 県 宜 野 湾 市
福 岡 県 粕 屋 町
福 岡 県 大 野 城 市
奈 良 県 大 和 高 田 市
高 知 県 四 万 十 市
静 岡 県 長 泉 町
宮 城 県 富 谷 町
石 川 県 志 賀 町
栃 木 県 矢 板 市
兵 庫 県 南 あ わ じ 市
愛 媛 県 八 幡 浜 市

千 葉 県 千 葉 市

神 奈 川 県 南 足 柄 市
愛 知 県 岡 崎 市
千 葉 県 柏 市

１

２
３
４

５

６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２

２３

２４
２５
２６

5月17日（木）

7月 3 日（火）
7月24日（火）
8月 7 日（火）

8月10日（金）

9月 4 日（火）
10月 1 日（月）
10月 2 日（火）
10月 9 日（火）
10月10日（水）
10月18日（木）
10月18日（木）
10月23日（火）
10月23日（火）
10月24日（水）
10月25日（木）
10月31日（水）
11月 1 日（木）
11月 7 日（水）
11月 8 日（木）
11月12日（月）
11月12日（月）

11月14日（水）

１月15日（火）
1月17日（木）
1月22日（火）

平成25年1月末現在平成24年度視察一覧
No 視 察 日 自 治 体 名 委 員 会 名 等 視 察 テ ー マ

　小野市議会では、毎年全国の議会から行政視察の受け入れを行っています。
　今年度は、1月末現在で26件の視察を受け入れており、近年では最高の件数となっています。
　視察テーマ別では、「いじめ」が社会問題となる中、全国に先駆けて平成20年4月から施行された「いじ
め等防止条例」が9件と一番多く、次に「行政経営」が6件、「おの検定」や「16カ年教育」などの教育施策
が5件となっています。
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小野市議会だより

いじめ等防止条例
について　　　　

9

行政経営について
6

議会の取り組み
等について　3

介護予防の取り　
組みについて　2

NPOとの協働の　　
まちづくりについて　1

安全安心パトロール
について　　　　1　
空き家等の適正管理に
関する条例について　1

小野市の教育施策
おの検定・16カ年
教育について　

5

いじめ等防止条例について

行政経営について

小野市の教育施策

おの検定・16カ年教育について

議会の取り組み等について

介護予防の取り組みについて

NPOとの協働のまちづくりについて

安全安心パトロールについて

空き家等の適正管理に関する条例に

ついて

順位

1

2

3

4

5

6

件数

9

6

5

3

2

1

1

1

視 察 テ ー マ

テーマ別ランキング

（写真）石川県志賀町 （写真）石川県羽咋市

（写真）福岡県大野城市 （写真）兵庫県南あわじ市

1位1位1位1位 2位2位2位2位

3位3位3位3位 4位4位4位4位
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小野市議会だより

Q6 答弁の時間について、お答えください
ア．長　い

イ．適　当

ウ．短　い

Q7「市議会だより」は、
読まれていますか？

ア．全部読む

イ．関心のあるところだけ読む

ウ．少し読む

エ．まったく読まない

オ．知らない

Q4 質問の時間について、お答えください
ア．長　い

イ．適　当

ウ．短　い

Q5 答弁は、理解できましたか？
ア．よく理解できた

イ．理解できた

ウ．おおむね理解できた

エ．あまり理解できなかった

オ．理解できなかった

Q2 議会の傍聴は、何度目ですか？
ア．1 回

イ．2 回

ウ．3 回～ 5 回

エ．6 回以上

Q3 質問は、理解できましたか？
ア．よく理解できた

イ．理解できた

ウ．おおむね理解できた

エ．あまり理解できなかった

オ．理解できなかった

Q1Q1 本日の傍聴は、何でお知りに
なりましたか？

ア．議会だより

イ．ホームページ

ウ．傍聴案内

エ．その他

Q7
Q6

Q4

Q5

Q3

Q2

定例会傍聴者アンケート結果定例会傍聴者アンケート結果
　6 月定例会と 9 月定例会において傍聴者のみなさまにアンケートを実施いたしました。

のべ 130 名の方に回答をいただき、貴重なご意見を頂戴しています。ご協力ありがとうご

ざいました。この結果を、今後の議会活動に反映していきます。

　なお、小野市議会ホームページでも公開していますのでご覧ください。

傍聴者数

171 名 130 名 76 ％

回答者数 回答率

無回答 8％

無回答 5％

無回答 3％

無回答 8％

無回答 9％

エ
22％

エ
20％

エ 0％

オ 0％

エ 2％
オ 0％

エ 2％
オ 2％

ア
24％

ア
15％

ア
28％

ア
14％

ア
36％

ア
13％

ア
15％

ウ
48％

ウ
32％

ウ
35％

ウ
46％

ウ
9％

ウ 2％

ウ 1％

イ
2％

イ
45％

イ
15％

イ
33％

イ
48％

イ
77％

イ
75％

無回答 4％

無回答 2％



１５

小野市議会だより

Q9 近隣の市等で開催する『議会報告会』の
必要性についてどう思われますか？

ア．開催すべきである

イ．必要ない

ウ．どちらでも良い

●出来るだけ傍聴には参加して市政の流れを知っておくようにと思っています。今回も来て

　よかったと思っています。

●議会の報告書はいつも一応目を通しますが、やはり傍聴することで理解度が高まりを感じ

　ます。極力、出席してみたいと感じました。

●質問内容が乏しい。市民の理解力の方が上である。市議会議員はもっと高度な勉強をすべ

　きである。市議会議員が企画立案をすべきである。

●始めて傍聴させていただいたが状況がよくわかり、一市民として大変参考になりました。

●傍聴席の改造。傍聴するなの感あり。長時間座りがたい。質問は印刷されている。回答の

　骨子も印刷して良いのではないか。回答の声が聞きとりにくいので。

●勉強熱心な議員さんとそうでない人と後ろから見ていたらよくわかります。ちゃんとして

　欲しいです。

●一問一答形式の方が理解しやすい。

●傍聴資料のおかげで内容がよく理解できました。

●時間があるかぎり傍聴したいと思っております。市の流れが分かり少しでも知識になれば

　と思い楽しんできています。他市に比べて小野市は何事も先がけている事は大変良いこと

　だと思っています。

●良かったと思います。いろいろな意見を聞いて参考になりました。広報等で多くの人が出

　席するように進めてほしい。

●市長の答弁が解りやすくてよかったです。

無回答
16％ ア

32％

ア
18％

ウ
44％

ウ
14％

イ
8％

イ
64％

無回答 4％

Q9Q8 議会のインターネット中継や録画を
見たことがありますか？

ア．あ　る

イ．な　い

ウ．知らない

Q8

Q10 議会の傍聴に関して、「感想」や「要望」をお聞かせください。

小野市議会では開かれた議会の実現のため傍聴しやすい環境づくりに取り組んでいます。
市民の皆さんの傍聴をお待ちしております。どうぞお気軽にお越し下さい。

Q10

（寄せられた感想・要望等の一部を抜すい）
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【11月】�
１日　行政視察来市（宮城県富谷町）
３日　ひまわり杯少年サッカー大会
４日　小野市美術展表彰式
７日　行政視察来市（石川県志賀町）
８日　行政視察来市（栃木県矢板市）
　〃　　北播政経懇話会
１１日　市民文化賞表彰式
１２日　行政視察来市（南あわじ市）
　〃　　行政視察来市（愛媛県八幡浜市）
１４日　行政視察来市（千葉県千葉市）
１４日～１６日　改革クラブ・研政クラブ等行政視察
　　　　　（八代市・武雄市・唐津市）
１５日　金婚夫婦を祝う集い�  
１７日　小野加東住民大会（加東市）�  
１９日　議員協議会�  
　〃　　会派代表者会�  
２０日　北播衛生事務組合議会（加東市）�  
２２日　議会運営委員会�  
　〃　　議会報編集委員会�  
　〃　　会派代表者会�  
２３日　心あったかフォーラム� 
　〃　　ひまわり杯ジュニアバレーボール大会 
２８日　民生地域常任委員会研修会�  
３０日　本会議（第１日）�  

【12月】�
４日　北播磨総合医療センター企業団議会�  
６日　小野加東広域事務組合議会�  
８日　女性フェスティバル�  
１５日　ヤングジェネレーションフォーラム�  
１８日　本会議（第２日目）�  
１９日　本会議（第３日目）�  
２１日　総務文教常任委員会・民生地域常任委員会�  
２５日　小野小学校アフタースクールオープニング式典�  
２６日　本会議（第４日目）� �   

【1月】�
７日　新年交歓会�  
　〃　　小野金物卸商業協同組合新年会�  
１０日　青野原駐屯地新春互礼会�  
１４日　成人式�  
１５日　行政視察来市（神奈川県南足柄市）�  
１６日　匠工業会新年交歓会�  
１７日　行政視察来市（愛知県岡崎市）�  
１８日　小野市都市計画審議会�  
２１日　地方行政課題研究会（神戸市）�  
２２日　市議会報編集委員会�  
　〃　　議会運営委員会�  
　〃　　行政視察来市（千葉県柏市）�  
２３日　東播淡路市議会議長会（三木市）�  
　〃　　エイジルネサンスパーティ�  
２７日　ＯＮＯ　ＲＵＮ　ラン　ＷＡＬＫ  
２９日　北播政経懇話会（加西市）�  
３０日～２月１日　市民クラブ・公明党行政視察
　　　　　　　（大野城市・久留米市・宜野湾市）�  

◎議会の動き◎◎議会の動き◎◎議会の動き◎

小野市議会だより

■お問い合わせ：議会事務局　TEL.６３－１００６　FAX.６３－４１０８■お問い合わせ：議会事務局　TEL.６３－１００６　FAX.６３－４１０８

自宅にいながら議会の傍聴

小野市議会のホームページからご覧いただけます。

市議会 ＬＩＶＥ中継 実施中!!

ご希望の方は、3月5日（火）まで
に議会事務局までお申し込み
ください。

　定例会の2日目と3日目は、傍聴の方が休憩
していただけるように議場の隣に傍聴者休憩
室を開設しています。�    
　セルフサービスのお茶も用意していますので、
お気軽にご利用ください。�  

　本会議の第2日と第3日は、議員の質疑、
一般質問があります。�    
　議員からは、提出議案の質疑、市政全般
にわたる一般質問を行い、これに対して市長、
部長が答弁します。

傍聴お待ちしております傍聴お待ちしております傍聴お待ちしております傍聴お待ちしております


